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金融経済教育の理念に沿った金融経済教育推進機構の組織

及び運営体制の構築を求める意見書 

 

２０２３年（令和５年）１２月１５日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

 １ 国は、投資に関連する消費者被害が生じている現状があるにもかかわらず、

民間金融関係団体の影響力を強く受けた投資教育が国家戦略として行われよう

としているという点への重大な懸念が生じている現状を十分に認識した上で、

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律1（以下「本法律」、条

文引用の際は「法」という。）により創設される金融経済教育推進機構（以下「機

構」という。）については、以下の点を十分踏まえて設立及び運営すべきである。 

(1) 機構の推進する「金融経済教育」（法８６条）とは、「国民一人一人が、経

済的に自立し、より良い暮らしを送っていくことを可能とするとともに、健

全で質の高い金融商品の提供の促進や家計金融資産の有効活用を通じ、公正

で持続可能な社会の実現に貢献していくこと」2を目的とするものであること。 

(2) 金融経済教育は、金融経済教育推進会議が公表した「金融リテラシー・マ

ップ」3で示された「最低限身に付けるべき金融リテラシー」（家計管理、生

活設計、金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択、外

部の知見の適切な活用）の涵養を中核とするものであり、「金融リテラシー・

マップ」の内容を踏まえつつ、広範な観点から金融リテラシーの向上を目指

して実施すること。 

(3) 機構は、前記(1)及び(2)のとおり金融経済教育を行い、政府が「資産所得

倍増プラン」4で示した「貯蓄から投資へのシフト」の方向性を過度に強調し

たり、国民の金融リテラシーの向上がなされないまま、投資へ誘導したりす

るような教育を行わないこと。 

                                                
1 ２０２３年１１月２０日、金融商品取引法等の一部を改正する法律案が可決・成立したことによ
り、金融サービスの提供に関する法律が改正され、法律名も金融サービスの提供及び利用環境の整
備等に関する法律に改称された。 
2 金融庁金融研究センター「金融経済教育研究会報告書」（２０１３年４月）３頁。 
https://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/20130430/01.pdf 
3 金融経済教育推進会議「金融リテラシー・マップ」（２０２３年６月改訂）１頁。 
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy/pdf/map202306.pdf 
4 「資産所得倍増プラン」（２０２２年１１月２８日） 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/dabiplan2022.pdf 
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(4) 機構は、金融広報中央委員会（以下「金広委」という。）の機能を移管・承

継するに当たり、「国民に対し中立公正な立場から金融に関する広報又は消

費者教育活動を行い、もって国民経済の健全な発展に資すること」を目的と

する金広委の機能や活動を維持及び継続することを確認し、機構への参加又

は協力が予定されている民間金融関係団体の活動によって、機構の中立性が

害されることのない組織及び運営体制を構築すること。 

(5) 機構の設立及び運営に関し、定款の作成（法９４条）、設立の認可（法９５

条）、運営委員会の組織及び運営（法９８条以下）並びに業務方法書の作成及

び認可（法１２１条）が、前記(1)から(4)の点に合致するよう行われること。

とりわけ、機構の設立及び業務方法書の認可に当たっては、前記(1)の内容を、

定款の「目的」（法９４条２項１号）、「業務及びその執行に関する事項」（同

条同項７号）及び業務方法書（法１２１条）に明示的に含めること、理事、

監事及び運営委員会の委員には、消費者問題に精通する弁護士及び消費者問

題や消費者教育について専門的知見を有する者を選任すること。 

 ２ 国は、認定アドバイザー制度を創設するに当たり、認定アドバイザーを顧客

の立場に立つ存在として制度上明確に位置付けるほか、以下の点に留意した制

度設計を行うべきである。 

(1) 認定アドバイザーが学校や企業等で出前授業やセミナー等を実施する場合、

将来の家計不安をいたずらに煽り、国民を無条件に投資へ誘導するような教

育が行われることのないよう、金融経済教育の目的にかなう教育の実施が担

保される仕組みを構築すること。 

(2) 機構がアドバイザーを認定するに当たり、当該アドバイザーが金融サービ

スを提供する事業者の従業員、役員及び顧問等を兼ねていないこと、幅広い

金融商品を対象としたアドバイスが可能であること、金融商品の組成・販売

事業者から報酬等を受領していないこと並びに「金融リテラシー・マップ」

の内容を正しく理解していることなど、顧客の立場に立ち、金融サービスを

提供する事業者と顧客等との間に利益相反が生じない仕組みを構築すること。 

 ３ 国は、金融経済教育を推進するに当たって、消費者教育の推進に関する法律

（以下「消費者教育推進法」という。）の理念に基づく消費者教育との連関を常

に意識するとともに、金融庁、消費者庁、文部科学省及び経済産業省等の関連

省庁間の連携を強化すべきである。 

 

第２ 意見の理由 

 １ 機構の創設に至る経緯 
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(1) 政府は、２０２２年１１月２８日、「資産所得倍増プラン」を公表した。こ

のプランは、岸田政権による「新しい資本主義」の実現という方針の下、日

本の家計金融資産の半分以上を占める現預金を投資につなげることで、「成

長と資産所得の好循環」を実現することを基本的な考え方とする。この考え

方は、長期的には資産運用収入そのものの倍増を見据えるものであり、その

ためには、簡素で分かりやすく、使い勝手の良い投資体制の整備とともに、

投資に関する知識不足の解消や不安の払拭に向けた取組等が必要であるとの

認識が示されている。 

    こうした認識の下、「資産所得倍増プラン」は、その取組の中に「第五の柱：

安定的な資産形成の重要性を浸透させていくための金融経済教育の充実」と

いう項目を設けた。そこでは、官民一体となった金融経済教育を戦略的に実

施するための中立的な組織として、新たに２０２４年中に金融経済教育推進

機構（仮称）を設立し、同機構が中立的なアドバイザーの認定事業を行うこ

と、日本銀行が事務局を担う金広委の機能を同機構に移管・承継すること、

同機構の運営体制の整備や設立・運営経費の確保に当たっては、政府、日本

銀行に加え、全国銀行協会、日本証券業協会等の民間団体からの協力も得る

こと等の方向性が示された。 

(2) 他方で、金融庁は、２０２２年１２月９日に「金融審議会市場制度ワーキ

ング・グループ顧客本位タスクフォース中間報告」（以下「タスクフォース中

間報告」という。）を公表した。この「タスクフォース中間報告」は、これま

で日本で実施されてきた金融経済教育の意義を再確認した上で、安定的な資

産形成を行うためには金融リテラシーの向上が重要であることを指摘すると

ともに、中立的な立場から、資産形成に関する金融経済教育の機会提供に向

けた取組を推進するための常設組織を早急に構築すべきこと等を提言した5。 

(3) 本法律は、「資産所得倍増プラン」及び「タスクフォース中間報告」を受け

て改正したものであり、その中で、金融経済教育の推進を目的とする新たな

機関として、機構の創設が規定されている（法８６条）。 

    しかしながら、現在構想されている機構の組織及び運営体制は、「資産所得

倍増プラン」の「第五の柱：安定的な資産形成の重要性を浸透させていくた

めの金融経済教育の充実」を具体化したものとなっており、「タスクフォース

                                                
5 金融審議会市場制度ワーキング・グループ顧客本位タスクフォース中間報告（２０２２年１２
月９日）８、９頁。 
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中間報告」で確認された金融経済教育の理念を十分に踏まえていないものと

評価せざるを得ない。機構の組織及び運営は、投資の促進により恩恵を受け

る立場である民間金融関係団体の人的及び財政的関与を強く受けることが予

定されている6。 

    そうである以上、適切な組織及び運営体制が構築されなければ、安定的な

資産形成の支援の名の下に、これまで日本で実践されてきた金融経済教育が

矮小化され、機構が資産形成教育又は投資教育を推進する機関となり得る構

造的な危険が払拭できない。 

    本意見書は、日本でこれまで蓄積されてきた金融経済教育の理念を再確認

するとともに、この理念に沿った機構の組織の構築及び運営のあり方につい

て意見を述べるものである。 

 ２ 金融経済教育の概念（意見の趣旨１(1)） 

(1) 法８６条による金融経済教育の定義 

    金融経済教育の定義に関しては、直接規定した法令等はこれまで見られな

かったところ、法８６条は、機構が業務として行う金融経済教育について「適

切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、こ

れを活用する能力の育成を図るための教授及び指導」と定義した。 

    しかしながら、日本におけるこれまでの金融経済教育の概念は、以下に述

べるとおり、法８６条が規定する内容にとどまるものではなく、個人の幸福

の実現とともに、金融リテラシーを有する自立した国民が、金融商品に対す

る適切な行動を取ることにより適正な金融商品が流通したり、ＥＳＧ投資等

の社会課題の解決と結びついた投資への関心が高まるなど、公正で持続可能

な社会の実現までを包摂した広い内容を持つものであった。 

(2) 日本における金融経済教育の理念 

   ① 金融庁が２０１３年４月３０日に公表した「金融経済教育研究会報告書」

では、金融経済教育の意義及び目的を、「金融リテラシーの向上を通じて、

国民一人一人が、経済的に自立し、より良い暮らしを送っていくことを可

能とするとともに、健全で質の高い金融商品の提供の促進や家計金融資産

                                                
6 第２４回金融審議会市場制度ワーキング・グループ（２０２３年９月１５日）「事務局説明資料
（金融庁提出法案について）」によると、新たな経営陣の下で決定される事項との留保付きではあ
るが、「想定される機構のイメージとしては、役職員数が約７０名、年間の予算規模は約２０億円
であり、うち９割以上は民間からの拠出金」とされている。 
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の有効活用を通じ、公正で持続可能な社会の実現にも貢献していくことに

ある」と整理している7。 

   ② また、２０１３年６月２８日に閣議決定し、２０２３年３月２８日に変

更された「消費者教育の推進に関する基本的な方針」でも、金融経済教育

の意義及び目的について、「金融リテラシー（金融に関する知識・判断力）

の向上を通じて、国民一人一人が、経済的に自立し、より良い暮らしを実

現していくことを可能とするとともに、健全で質の高い金融商品の提供の

促進や家計金融資産の有効活用を通じ、公正で持続可能な社会の実現に貢

献していくことにある」と述べた上で、「これらの金融リテラシーは、自立

した消費生活を営む上で必要不可欠であり、消費者教育の重要な要素であ

ることから、金融経済教育の内容を消費者教育の内容に盛り込むとともに、

金融経済教育と連携した消費者教育を推進することが重要である」と指摘

している8。 

   ③ このように、日本における金融経済教育は、経済面における個人の幸福

の実現とともに、公正で持続可能な社会を形成する担い手の育成という側

面を有している。 

     こうした考え方は、消費者教育推進法が実現を目指す「消費者市民社会」

（消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつ

つ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の

社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚し

て、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会。同法２条２

項参照）と理念を共有するものである9。 

     それゆえに、金融経済教育は、消費者教育の関連教育として、双方で連

携して推進が図られてきた。 

(3) 諸外国における金融リテラシーの考え方 

   ① 英国（イングランド）10 

     英国は、２０１０年代から国家を挙げて「金融能力」「金融ウェルビーイ

ング（financial wellbeing）」などの用語を使って国家戦略を展開してい

る。この国家戦略における金融教育は、現在の社会問題の解決より、むし

                                                
7 前掲注２・「金融経済教育研究会報告書」３頁。 
8 消費者庁「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（２０２３年３月２８日変更）１６頁。 
9 前掲注２・「金融経済教育研究会報告書」３頁・注６参照。 
10 川口広美「英国（イングランド）の金融経済教育―金融ウェルビーイングの実現をめざして
―」金融経済教育を推進する研究会海外調査部会「海外における金融経済教育の実態調査報告書」
（２０２３年３月）１６頁以下参照。 
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ろ将来の健全な金融行動の基礎にあるものとして位置付けられており、

「金融ウェルビーイング」は、「端的にはお金と良い関係を築くこと」であ

り、「現在と将来の両方で、安心して自分の金銭管理をすることができるこ

と」と表現されている。また「金融ウェルビーイング」は「基礎」・「現在」・

「将来」の段階に分かれており、金融教育は「基礎」段階に位置付けられ

ている。 

     金融ウェルビーイングの国家戦略に基づいて策定された「イングランド

における行動計画」は、「金融教育とは、子供や若者が、その後の人生でお

金をうまく管理することができるように必要な知識・スキル・態度を身に

付けるためのあらゆる活動を指す」と定義され、将来の金融ウェルビーイ

ングの実現に焦点を当てたものとして位置付けられている。 

   ② アメリカ合衆国11 

     アメリカでは、２００６年から金融リテラシー教育委員会12（以下「ＦＬ

ＥＣ」という。）によって金融リテラシー向上のための国家戦略が策定され

ている。２０２０年の国家戦略では、金融教育の機会平等や、不安な時代

における備え、回復力及び安定性を支援し、金融経済教育の充実によって

金融の主流から外れている人々の経済参加を可能とすることを目指して

いる。 

     また、ＦＬＥＣは、生活設計における金銭管理の基本的な５原則（稼ぐ、

預金と投資、保護、消費、借りる）を示しており、金融経済教育における

「知識」（お金についての知識を身に付けること）と「成長」（管理するた

めの能力を身に付けること）を重視している。アメリカの金融経済教育に

おいては、経済的自立を目指し、収入に見合った支出、リスクマネジメン

ト、信用についての具体的行動を実践できる力が求められている。 

   ③ ОＥＣＤ／ＩＮＦＥ13 

     なお、ＯＥＣＤ／ＩＮＦＥが２０１２年６月に公表した「ОＥＣＤ／Ｉ

ＮＦＥ金融教育のための国家戦略に関するハイレベル原則」では、金融リ

テラシーを、「金融に関する健全な意思決定を行い、究極的には金融面での

                                                
11 奥谷めぐみ「米国（アメリカ）の金融経済教育」金融経済教育を推進する研究会海外調査部会
「海外における金融経済教育の実態調査報告書」１７２頁以下参照。 
12 Financial Literacy and Education Commission：ＦＬＥＣ 
13 ＯＥＣＤが２００８年５月に金融教育についての情報共有・分析等のために組織した「金融教
育に関する国際ネットワーク（International Network on Financial Education:ＩＮＦＥ）。 
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個人の幸福を達成するために必要な、金融に関する意識、知識、技術、態

度および行動の総体」（仮訳）と定義している14。 

   ④ このように、英国（イングランド）やアメリカにおける金融経済教育は、

あくまで金融リテラシーの向上を目的とするものであり、「適切な金融サ

ービスの利用等に資する」知識の習得や能力の育成を目指すような資産形

成教育ではない。 

(4) 小括 

    以上に述べたとおり、日本におけるこれまでの金融経済教育の概念と法８

６条が定義する金融経済教育との間には、その内容に大きな乖離があると言

わざるを得ない。機構が業務として行う「金融経済教育」（法８６条）は、そ

の対象が狭く解釈される危険がある。このような狭い解釈は、金融リテラシ

ーの向上を目的とする海外の金融経済教育の理念とも乖離する特異なものと

なり不適切である。 

    本法律が「金融経済教育」を新たに定義したことにより、金融経済教育と

は、「適切な金融サービスの利用等に資する」知識の習得等であるとの誤った

認識が国民の間に広がるおそれが否定できない。仮にそうなれば、金融経済

教育の内容から「個人の幸福の実現」や「公正で持続可能な社会の実現」と

いう視点が欠落してしまうおそれがあり、ひいては、消費者市民社会の実現

を目指す消費者教育の理念との断絶を生むことまで懸念されると言わざるを

得ない。 

    機構が金融経済教育を推進するに当たっては、これまで積み上げられてき

た金融経済教育の意義及び目的を再確認するとともに、法８６条にいう「金

融経済教育」が、これまで日本で実践されてきた「金融経済教育」と同義で

あることを明らかにすべきである。 

 ３ 機構が実施すべき金融経済教育（意見の趣旨１(2)） 

   「金融リテラシー・マップ」の基礎となった「金融経済教育研究会報告書」

は、生活スキルとして「最低限身に付けるべき金融リテラシー」を、①家計管

理、②生活設計、③金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用

選択、④外部の知見の適切な活用の４項目に整理した上で、「一人の社会人とし

                                                
14 金融広報中央委員会仮訳「ＯＥＣＤ／ＩＮＦＥ金融教育のための国家戦略に関するハイレベル原

則」（２０１２年６月） 
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て、経済的に自立し、より良い暮らしを送っていく上で、最も基本となるのが

「家計管理」と将来を見据えた「生活設計」の習慣である」としている15。 

   すなわち、「最低限身に付けるべき金融リテラシー」の中でも、まずはその土

台となる「家計管理」と「生活設計」を身に付けることが最も重要なのであり、

これらの十分な知識及び能力の涵養なくして「適切な金融サービスの利用等に

資する」ための知識等の教育はあり得ない。「タスクフォース中間報告」も、「金

融リテラシー・マップ」の内容を踏まえつつ、家計管理や生活設計等のほか、

消費生活の基礎や社会保障・税制度、金融トラブルに関する内容も含めて、広

範な観点から金融リテラシーの向上に取り組むべきと指摘している16。 

   金融知識の正確な理解と適切な金融商品を利用選択できる能力を身に付ける

ことは、金融リテラシーとして重要であるものの、これらに偏った教育を行う

ことは適切でない。「金融リテラシー・マップ」に示された４項目を等しく涵養

する教育が、金融経済教育の中核とされるべきである17。 

４ 投資偏重教育への懸念（意見の趣旨１(3)） 

(1) 金融庁の調査によると、投資未経験者がこれまでリスク性商品を購入しな

かった最大の理由（複数回答可）は、端的に「余裕資金が無いから」（５６．

７％）であり、「資産運用に関する知識がないから」（４０．４％）、「購入・

保有することに不安を感じるから」（２６．３％）等、知識不足や投資に対す

る不安感を大きく上回っている18。この点、「資産所得倍増プラン」は、国民

が資産運用を行わない理由として、「４割の者が「資産運用に関する知識がな

い」ことを挙げており、こうした層に安定的な資産形成の重要性を浸透させ

ていくため、金融経済教育を届けていくことが重要19」としているが、多くの

                                                
15 前掲注２・「金融経済教育研究報告書」８、９頁。 
16 前掲注５・「タスクフォース中間報告」９頁。 
17 金融商品取引法等の一部を改正する法律案に対する衆議院財務金融委員会の附帯決議（２０２
３年６月７日）でも、「金融経済教育の意義・目的には、金融リテラシー（金融に関する知識・判
断力）の向上を通じて、国民一人一人が、経済的に自立し、より良い暮らしを実現していくことを
可能とすることがあることに鑑み、以下の事項に留意した金融経済教育を推進すること」として、
「１ 金融商品取引を装った無登録営業、詐欺的な投資勧誘、脱法的なマルチ商法による被害が多
数生じている現状を踏まえ、被害防止に必要な情報を適時適切に提供する仕組みを整えるととも
に、批判的かつ多角的な判断力のかん養を支援すること。２ 投資の必要性又は有益性のみを強調
するのではなく、リスクの正しい理解の浸透にも努め、個人のライフプランを踏まえた資産形成に
おける自由な意思決定による貯蓄と投資の組合せを尊重すること。」が確認されている。 
18 金融庁「リスク性金融商品販売に係る顧客意識調査結果」（２０２１年６月３０日）３９頁。 
https://www.fsa.go.jp/news/r2/kokyakuhoni/202106/004.pdf 
19 前掲注４・「資産所得倍増プラン」１１頁。 
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国民は、資産運用に関する知識の不足以前に、投資に充てる余裕資金を有し

ていないという現状を直視しなければならない。 

    このような状況下で、機構が「貯蓄から投資へのシフト」の方向性を強調

する教育を実施すれば、余裕資金のない消費者が、当人の収入、資産及び生

活状況等に適合しない投資を試みるなどの消費者被害が発生するおそれも否

定できない。 

(2) 近年、未公開株、ファンド型投資商品、外国為替証拠金取引（ＦＸ）及び

暗号資産等の様々な投資関連分野で、詐欺的な投資勧誘や無登録業者による

投資勧誘を装った詐欺行為が多発している。若年者の間では、投資・副業詐

欺やマルチ商法等に絡んだ「クレ・サラ強要商法20」が広がりを見せ、極めて

多額の被害を生み出しており、また、成年年齢引下げに伴う被害拡大も懸念

要素である。さらに、マルチ商法やいわゆる「後出しマルチ21」等のマルチま

がい商法については、若年者のみならず、中高年層にも広がりを見せている。 

    こうした悪質業者による消費者被害に限らず、金融機関や証券会社による

金融サービスの提供の場面においても、仕組債、外貨建保険及びファンドラ

ップ等の複雑な金融商品を中心に、不十分又は不適切な説明及び勧誘に基づ

く様々な苦情やトラブル、消費者被害が生じている22。 

    これらの被害の背景には、昨今の経済社会におけるＶＵＣＡ23といわれる

先行きの見通しづらい状況に加えて、２０１９年６月に金融審議会市場ワー

キング・グループが取りまとめた報告書24に端を発するいわゆる「老後２，０

００万円問題」等に見られる将来への経済的不安感の高まりがあると考えら

れる。 

                                                
20 消費者に対して、借金やクレジット契約をさせて契約を結ばせるものをいう（令和４年版消費
者白書７９頁）。国民生活センター「「お金がない」では断れない！きっぱり断りましょう―断って
も借金させてまで強引に契約を迫る手口にご注意！―」（２０１９年８月２９日）参照。 
21 特定負担を伴う契約を締結させた後に、新規加入者を獲得することによって利益が得られると
告げてマルチ取引に誘い込む手法をいう。 
22 第１回金融審議会顧客本位タスクフォース（２０２２年９月２６日）「事務局説明資料」、国民
生活センター「外貨建て生命保険の相談が増加しています！」（２０２０年２月２０日）、日本弁護
士連合会「「金融審議会市場制度ワーキング・グループ顧客本位タスクフォース中間報告」に関す
る意見書」（２０２３年３月１６日）、同「外貨建生命保険の販売についての意見書」（２０２２年
３月１８日）参照。 
23 ＶＵＣＡとは「Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ（変動性）」「Ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ（不確実性）」「Ｃ
ｏｍｐｌｅｘｉｔｙ（複雑性）」「Ａｍｂｉｇｕｉｔｙ（曖昧性）」の頭文字を並べた造語であり、
近時、不確実で変動の激しく、複雑で見通しの立たない経済社会の状況を表す言葉として用いられ
ている。 
24 「金融審議会市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」」（２０１
９年６月３日）。同報告書内の指摘は、いわゆる「老後２，０００万円問題」として世間の注目を
集めた。 
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(3) 確かに、投資に関する正しい知識を身に付け、貯蓄と投資のバランスの重

要性を理解し、投資のメリットとデメリットを考慮しつつ資産管理を行う力

を身に付ける教育は必要であり、こうした教育も一面では投資関連被害の防

止に役立つものといえる。 

    しかしながら、金融経済教育が、投資のメリットばかりを強調するなどし

て、資産形成教育や投資教育を目的として推進されることになれば、投資に

よって利益を得ることを最優先とする価値観が醸成され、「もうけ話」を餌に

消費者を誘い込もうとする悪質な事業者に格好の口実を与えることになりか

ねない。自身の収入、資産及び生活状況等に適合しない投資を試み、多額の

損失を被る被害者を多数生んでしまうおそれも否定できない。 

    また、多くの国民が投資に充てる余裕資金を有しない現状においては、投

資から利益を得られるのは既に資産を有している者に限られる。このような

状況下で投資促進の風潮が助長されると、国民の間の経済的格差の拡大にも

つながりかねない25。経済的格差の拡大は、消費者の抱く経済的不安感をより

一層深刻化させかねない。こうした将来への経済的不安感が、近年の投資関

連被害の拡大に影響を与えていることに照らせば、投資教育の推進が、結果

として投資被害を増幅させるおそれも否定できない。 

(4) そうである以上、機構の責務は、まずは被害防止教育を含めた「国民の金

融リテラシーの向上」であり、万が一にも、「国民の金融リテラシーの向上」

がなされないまま、国民を貯蓄から投資へ誘導するような教育がなされては

ならない。 

５ 機構の中立性の堅持（意見の趣旨１(4)） 

(1) 金広委は、１９５２年に貯蓄増強中央委員会として発足した組織であり、

日本銀行内に事務局を置き、「国民に対し中立公正な立場から金融に関する

広報又は消費者教育活動を行い、もって国民経済の健全な発展に資すること」

を目的として、日本の金融経済教育の推進に当たり重要な役割を担ってきた。 

(2) 他方で、「資産所得倍増プラン」は、新たに創設する機構に金広委の機能を

移管・承継するとともに、これまで政府、日本銀行及び各業界団体などの様々

                                                
25 鈴木俊一財務大臣は、本法案が審議された衆議院財務金融委員会（２０２３年６月７日）にお
いて、投資と格差の関係に関する質問に対し、「格差につきましては、一般に、投資を行う場合に
は、投資額が大きいほどリターンも大きくなると考えられることから、投資を通じた資産形成は必
ずしもその格差が縮小するという方向には働かないもの、そのように認識をいたします。」と答弁
し、投資の推進は社会内での経済的格差を拡大させる懸念があることを認めていると評価できる。 
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な主体が独自に実施してきた金融経済教育活動を機構に集約して活動の重複

を解消し、各団体が蓄積してきたノウハウを集結させることで、官民一体と

なった効率的・効果的な金融経済教育を全国的に実施することを目標に掲げ

ている26。 

    こうした機構の創設の背景には、「学校や職場において資産形成に関連す

る金融経済教育を受ける機会は限定的であり、担い手についても金融事業者

や業界団体が中心であり、受け手に抵抗感が存在している」との現状分析が

ある。こうした抵抗感なく金融経済教育を推進するために、「官民一体となっ

た金融経済教育を戦略的に実施するための中立的な組織として」機構を設立

する意義があるという27。 

(3) しかしながら、「中立的な組織として」設立する機構の組織及び運営体制

が、民間金融関係団体の多大な人的及び財政的基盤の下でなされるのであれ

ば、そのような機構の「中立性」を担保することは構造的におよそ困難と言

わざるを得ない。 

    とりわけ、日本証券業協会は、政府による「資産所得倍増プラン」の公表

に先立ち、「中間層の資産所得拡大に向けて～資産所得倍増プランへの提言

～」（以下「日証協提言」という。）を公表し、「投資家の裾野の拡大～ＮＩＳ

Ａの抜本的な拡充と実践的な投資教育の推進」との項目を設けた上で、①「実

践的な投資教育の推進を国・地方公共団体・事業者等の責務・努力義務とし、

国家戦略としての基本方針を策定の上、財政措置を含む各種の施策の推進」

をすること、②「基本方針として、ライフプラン・マネープランを基にした

「貯蓄も資産形成も国民皆つみたて」を目指すこと」、③「国は、実践的な投

資教育を実施する公的機関として、主として社会人向けの積立投資教育に特

化した「日本版ＭａＰＳ」を設置すること」を提言している28。さらに、同協

会は、政府が「資産所得倍増プラン」を取りまとめた後、直ちに会長談話を

公表し、「資産所得倍増プラン」は、日証協提言の提案内容と方向性が合致す

                                                
26 前掲注４・「資産所得倍増プラン」１１頁、前掲注６・第２４回金融審議会市場制度ワーキン
グ・グループ「事務局説明資料（金融庁提出法案について）」５頁。衆議院財務金融委員会におけ
る政府参考人（金融庁企画市場局長井藤英樹氏）も、機構には「日銀の金融広報中央委員会の機能
を移管、承継するほか、全国銀行協会や日本証券業協会等の民間団体の活動内容を可能な限り集約
することを想定」している旨の答弁をしている（２０２３年６月７日）。 
27 前掲注４・「資産所得倍増プラン」１１頁。 
28 日本証券業協会「中間層の資産所得拡大に向けて～資産所得倍増プランへの提言～」（２０２２
年７月２０日）９５頁。 
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るものと高く評価した上、「今回示された中立的な機構の設立は、この提案

（注：日証協提言中の上記①②③）に沿ったものであり、心から歓迎の意を

表明する」「今後、同機構を中心に、安定的な資産形成の重要性を浸透させて

いくための金融経済教育の充実が図られるとともに、投資未経験の方（約８，

０００万人）に資産形成に一歩踏み出してもらうための働きかけが広く浸透

していくことを期待したい」との見解を明らかにしている29。 

    このように、機構への人的及び財政的関与が予定されている民間金融関係

団体は、金融経済教育を「投資教育」と同義に捉えていることは明らかであ

る。そうである以上、これまで金広委が積み上げてきた金融経済教育とは全

く異質の教育が、今後は機構により「金融経済教育」と称して提供される可

能性が極めて高い30。 

(4) したがって、機構の組織及び運営体制については、現在の金広委のように、

金融サービスの販売等に直接の利害関係を有しない日本銀行に大きな役割を

持たせる等、機構の中立性が害されることのない組織及び運営体制を構築す

べきである。 

 ６ 機構の組織及び運営体制に対するチェック機能（意見の趣旨１(5)） 

  機構の設立には、定款を作成して政府以外の者の出資を募集した上（法９４

条）、内閣総理大臣に認可を申請する必要がある（法９５条１項）。その上で、

内閣総理大臣は、機構の理事長及び監事となるべき者を指名する（法９５条２

項）。 

  また、機構には委員８人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する

運営委員会が置かれ（法９８条、法１００条１項）、同委員会が機構の運営を行

う。なお、機構は業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を

受ける必要がある（法１２１条）。 

  これらの定款や業務方法書は、機構の組織及び運営体制を規律するものであ

ることから、金融経済教育の理念に沿うものでなければならない。そうである

以上、定款や業務方法書の認可の際には、機構が真に中立的な組織及び運営体

制を構築できているか否かという視点でチェックすることが不可欠であり、定

款の「目的」（法９４条２項１号）、「業務及びその執行に関する事項」（同条同

                                                
29 日本証券業協会「資産所得倍増プランについて」（２０２２年１１月２５日）。 
30 なお、本法案が審議された衆議院財務金融委員会（２０２３年６月７日）において、政府参考
人（金融庁企画市場局長井藤英樹氏）は、機構の創設は日証協提言をそのまま受け入れたものでは
ないかとの質問に対し、「日本証券業協会を始めとする様々な各所の御意見を聴取して、この金融
経済教育推進機構の立案について検討をし」たもので、そのような指摘は当たらない旨を回答して
いる。 
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項７号）及び業務方法書（法１２１条）には、金融経済教育の目的が、「国民一

人一人が、経済的に自立し、より良い暮らしを送っていくことを可能とすると

ともに、健全で質の高い金融商品の提供の促進や家計金融資産の有効活用を通

じ、公正で持続可能な社会の実現に貢献していくこと」にある旨を明示すべき

である。そして、機構内の人選において、消費者問題に精通した者を選任すべ

きである。 

 ７ 認定アドバイザー制度に関する留意点（意見の趣旨２） 

(1) 「資産所得倍増プラン」は、消費者の投資に関する知識不足を補完すると

ともに、消費者が信頼できる中立的なアドバイザーが求められているとの現

状分析を前提に、新たに機構を創設した上で、「アドバイスの円滑な提供に向

けた環境整備やアドバイザー養成のための事業として、中立的なアドバイザ

ーの認定や、これらのアドバイザーが継続的に質の高いサービスを提供でき

るようにするための支援を行う」とした31。このような認定アドバイザー制度

は、「タスクフォース中間報告」の提言を踏まえて実現されるべきものである

から、当然に「顧客の立場に立ったアドバイザー32」である必要がある。 

(2) また、政府の構想によると、認定アドバイザーは、学校や企業等を対象と

する金融経済教育（出前授業やセミナー等）の担い手としての役割も期待さ

れている33。そうである以上、認定アドバイザーは、特定の金融事業者や金融

商品に偏らないという意味での「中立性」のみならず、金融経済教育の理念

を理解した上で、将来の家計不安をいたずらに煽ったり、「貯蓄から投資への

シフト」の方向性を過度に強調したりしないという意味における「中立性」

も備えていなければならない。 

  なお、全国銀行協会や日本証券業協会等の民間金融関係団体が関与する点

において、構造的な利益相反が生じ得る危険性に十分に配慮する必要もある。 

(3) したがって、認定アドバイザー制度の設計に当たっては、認定の要件とし

て、当該アドバイザーが金融事業を兼業しているか、幅広い金融商品を対象

としたアドバイスが可能か、金融商品の組成・販売事業者から手数料等を受

                                                
31 前掲注４・「資産所得倍増プラン」９頁。 
32 前掲注５・「タスクフォース中間報告」５頁から７頁。 
33 鈴木俊一財務大臣は、本法案が審議された衆議院財務金融委員会（２０２３年６月２３日）に
おいて、「金融経済教育推進機構は、その業務の一環といたしまして、学校や企業等を対象に出張
授業やセミナーなどを幅広く実施する予定でございます。実際にこの教育を行う主体ということで
ありますが、その際、講師としては主に、機構が認定するアドバイザーを派遣することが想定され
ています」と答弁している。 
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領しているか等、顧客の立場に立ったアドバイスが期待でき34、「金融リテラ

シー・マップ」の内容を正しく踏まえているか等の基準を設けるなど、学校

や企業等を対象とする出前授業やセミナー等の場面においても、金融経済教

育の理念にのっとった教育の実施が担保される仕組みを構築すべきである。 

そして、利益相反が生じた場合には、当該アドバイザーの業務回避の仕組

みも構築すべきである。 

 ８ 金融経済教育と消費者教育との連携（意見の趣旨３） 

   消費者教育推進法は、消費者教育を「消費者の自立を支援するために行われ

る消費生活に関する教育（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画する

ことの重要性について理解及び関心を深めるための教育を含む。）及びこれに

準ずる啓発活動」（同法２条１項）と定義して、広く消費者市民社会を実現する

担い手の育成として位置付けている（同法３条２項参照）。 

   他方で、金融経済教育は、金融リテラシーの向上を通じて、個々の国民が批

判的かつ多角的な判断力を基に金融サービスを適切に取捨選択できる能力の涵

養を含むものである。したがって、適切な金融経済教育の推進は、健全で質の

高い金融サービスを市場に流通させることにも繋がっていくほか、ＥＳＧ投資

等の社会課題の解決と結びついた投資への関心が高まることも期待される。 

   このように、金融経済教育と消費者教育は、共に消費者市民社会の実現に向

けられた教育という意味で、同じ理念を共有するものである。したがって、国

は、金融経済教育を推進するに当たり、消費者教育推進法の理念に基づく消費

者教育（消費者市民教育）との連関を常に意識するとともに、金融庁、消費者

庁、文部科学省及び経済産業省等の関連省庁間の連携を一層強化すべきである。 

以 上 

                                                
34 前掲注５・「タスクフォース中間報告」６頁は、「(ⅰ)アドバイザーが金融商品の販売を行う金融
事業を兼業しておらず、家計の全体最適とポートフォリオの最適化の観点から、幅広い金融商品を
対象としたアドバイスが可能かどうか、(ⅱ)金融商品の組成・販売会社からの手数料等を受け取ら
ず、報酬は顧客からのみ得ているかどうか、等の基準」を「金融経済教育を推進する中立的な常設
組織が設定し、基準に該当するアドバイザーをリスト化・公表することが考えられる」とする。 


